
令和７年１月２９日

中部森林管理局中信森林管理署

姫川治山事業所移転と住所変更のお知らせ

日頃より、当署の民有林直轄治山事業の実施につきまして、ご理解とご協力を賜り、

厚く御礼申し上げます。

令和７年２月より、姫川治山事業所（新潟県糸魚川市）の移転の準備が整いましたの

で、住所及び連絡先が下記のとおり変更となります。ご不便をお掛け致しますが、宜し

くお願いいたします。

記

1. 姫川治山事業所住所及び電話番号について

(1)旧事業所

住所（旧）：新潟県糸魚川市南押上２－５－２５

電話：０２５－５５２－５２０６ FAX０２５－５５２－８９４４

携帯電話（官）：０９０－５８０４－８３０３

(2)新事業所

住所（（新）財産管理上の所在地）：新潟県糸魚川市寺町２丁目５８３番地１

住所（（新）住居番号）：新潟県糸魚川市寺町２丁目８－３０糸魚川法務総合庁舎

電話：上記（１）の電話、FAX、携帯電話（官）と同じ。

2. 事業所移転作業について

(1)電話工事 1 月 31 日（金）NTT 切替工事（糸魚川法務総合庁舎へ）

(2)引越作業

・2 月 3 日（月）と 2 月 14 日（金）書類や複合機等運搬

(3)事業所稼働方法

・2 月 3 日（月）～2 月 16 日（日）（新事業所と旧事業所いずれかに所在）

・固定電話は新事業所。携帯電話は新事業所か旧事業所。印刷業務等は旧事業所。

・2 月 17 日（月）糸魚川法務総合庁舎で正式稼働（固定電話、FAX、携帯電話、GSS）
(4)地元関係機関対応

・姫川治山事業所において、関係自治体や事業体へ連絡済。



3. その他

・ご不明な点は、当署総括事務管理官か総括治山技術官へ連絡ください。

・移転先地図

以上

担当：総括事務管理官

TEL：050-3160-6050 (IP)
0263-47-4751 (NTT)

移転先

糸魚川法務総合庁舎３階

移転前の姫川治山事業所


